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原 議 保 存 期 間 2 0 年 ( 令 和 2 8 年 ３ 月 3 1 日 ま で )

有 効 期 間        一種

 各 地 方 機 関 の 長                   　警 察 庁 丙 運 発 第 4 8 号
 　　　　　　　　　　　殿

 各都道府県警察の長　　　  　　　　　 　令 和 ７ 年 ８ 月 2 9 日

 （参考送付先）   　             　　 　警 察 庁 交 通 局 長

 　庁内各局部課長

 　各付属機関の長

 

 　　　道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令について（通達）

　道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第77号。

以下「改正府令」という。）が本年８月29日に公布され、同年９月１日から施

 行されることとなった。

　改正の趣旨等は、下記のとおりであるので、改正府令が円滑かつ適切に施行

 されるよう、事務処理上遺漏ないようにされたい。

 記

 １　趣旨

　これまで、マイナ免許証（道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」

という。）第95条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。

以下同じ。）又はマイナ経歴証明書（道路交通法施行規則（昭和35年総理府

令第60号。以下「府令」という。）第30条の８第３項第１号に規定する運転

経歴情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。）を有する者がマイナンバ

ーカード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードを

いう。以下同じ。）の更新等により新たなマイナンバーカード（以下「新カ

ード」という。）の交付を受ける場合、マイナ免許証又はマイナ経歴証明書

（以下「マイナ免許証等」という。）として利用可能なマイナンバーカード

と引換えに特定免許情報又は運転経歴情報（以下「免許情報等」という。）

が記録されていない新カードの交付を受けることとなり、引き続きマイナ免

許証等の利用を希望する者は、運転免許センター、警察署又はその他免許関

係手続を行う場所において新カードについて免許情報等の記録を受ける必要

 があった。

　こうした不便を解消するため、マイナンバーカード発行工場（地方公共団

体情報システム機構の委託を受けた民間事業者がマイナンバーカードを発行

する工場をいう。）において、マイナ免許証等を有する者に係る免許情報等
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を新カードに記録する手続の運用を開始できるよう、所要の法整備を行うも

 のである。

 ２　内容

　都道府県公安委員会は、マイナ免許証等を有する者に係るマイナンバーカ

ードが新たに作成される場合には、当該マイナンバーカードについて、その

者が有していたマイナ免許証等に記録されていた免許情報記録等を記録した

ものとする措置を講ずることができるとする。（改正府令による改正後の府

令第21条の16の２及び第30条の17の２） 

 ３　留意事項

　マイナ免許証等を有する者に係る免許情報等を新カードに記録する手続の

対象については、マイナ免許証を有している者が、個人番号カードオンライ

ン申請サイトにおいて、新たなマイナンバーカードに署名用電子証明書を発

行することを希望した上で、マイナンバーカードの交付申請を行い、交付申

 請の理由が、

〇　マイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が３か月未満

 となったこと

 〇　マイナンバーカードの券面の追記欄の余白がなくなったこと

 のいずれかに限られるので留意すること。

 　また、運用上の留意事項については別途指示する。

 

 （参考資料）

 　改正府令の官報の写し

 




